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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】エンドフォームと着脱可能に係合するためのク
イックコネクタ組立体を提供する。
【解決手段】管状ステム１２は、その上端部の最も近く
に、径方向に延びるフランジを有する。径方向に延びる
フランジは、第一の位置決め機能を有するように形成さ
れる。カラー部材１４は、管状ステム１２に担持され、
かつ複数のインデックス付きの位置において、長手方向
に延びる軸に対し、管状ステムに対し相対的に回転して
調整可能である。カラー部材１４は、その下端部の最も
近くに、内側に延びる縁を有し、かつ第二の位置決め機
能を更に有する。保持部材１６は、管状ステム１２の径
方向に延びるフランジを、カラー部材１４の内側に延び
る縁に対して保持する。管状ステム１２の径方向に延び
るフランジが、カラー部材１４の内側に延びる縁に保持
された場合、第一と第二の位置決め機能は、カラー部材
１４と管状ステム１２の相対的な回転を防ぐために協働
する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　エンドフォームと着脱可能に係合するためのクイックコネクタ組立体であって、
　管状ステムと、
　前記管状ステムに担持され、複数のインデックス付きの位置において、長手方向に延び
る軸に対し、前記管状ステムに対し相対的に回転して調整可能であるカラー部材と、を有
し、
　前記カラー部材は、前記複数のインデックス付きの位置の各位置において、前記管状ス
テムに対し相対的に係止可能であることを特徴とするクイックコネクタ組立体。
【請求項２】
　保持部材をさらに有し、
　前記カラー部材は、保持部材を受け入れ、径方向に開いた窓を有すること、を特徴とす
る請求項１に記載のクイックコネクタ組立体。
【請求項３】
　前記カラー部材は、第一の複数の位置決め機能を有し、
　前記管状ステムは、対応する第二の複数の位置決め機能を有すること、を特徴とする請
求項１に記載のクイックコネクタ組立体。
【請求項４】
　前記第一の複数の位置決め機能は、複数の径方向に延びる突起と複数の径方向に延びる
凹部のうちの一つを有し、かつ前記第二の複数の位置決め機能は、複数の径方向に延びる
突起と複数の径方向に延びる凹部のうちの他の一つを有すること、を特徴とする請求項３
に記載のクイックコネクタ組立体。
【請求項５】
　前記管状ステムは、前記管状ステムの上端部の最も近くに、径方向に延びるフランジを
有し、前記径方向に延びるフランジは、前記第二の複数の位置決め機能を有するように形
成されていること、を特徴とする請求項３に記載のクイックコネクタ組立体。
【請求項６】
　前記カラー部材は、前記カラー部材の下端部の最も近くに、内側に延びる縁を有し、
　前記管状ステムの前記径方向に延びるフランジが、前記内側に延びる縁に位置された場
合、前記第一と第二の複数の位置決め機能は、前記カラー部材と前記管状ステムの相対的
な回転を防ぐために協働すること、を特徴とする請求項５に記載のクイックコネクタ組立
体。
【請求項７】
　前記管状ステムの前記径方向に延びるフランジを、前記内側に延びる縁に対して保持す
る保持部材をさらに有すること、を特徴とする請求項６に記載のクイックコネクタ組立体
。
【請求項８】
　前記カラー部材を軸方向に、前記管状ステムに対して一時的に保持し、かつ前記カラー
部材が長手方向に延びる軸に対し、前記管状ステムに対して相対的に回転すること防ぐ、
トップハットをさらに有すること、を特徴とする請求項１に記載のクイックコネクタ組立
体。
【請求項９】
　前記トップハットの軸方向の移動を阻止する保持部材をさらに有し、それにより前記ト
ップハットが、前記カラー部材に対し相対的に前記管状ステムの軸方向の移動を阻止する
こと、を特徴とする請求項８に記載のクイックコネクタ組立体。
【請求項１０】
　前記エンドフォームと組み合わされていることを特徴とする請求項１に記載のクイック
コネクタ組立体。
【請求項１１】
　エンドフォームと着脱可能に係合するためのクイックコネクタ組立体であって、
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　上端部の最も近くに、径方向に延びるフランジを有する管状ステムを有し、前記径方向
に延びるフランジは第一の複数の位置決め機能を有するように形成されており、
　前記管状ステムに担持され、複数のインデックス付きの位置において、長手方向に延び
る軸に対し、前記管状ステムに対し相対的に回転して調整可能であるカラー部材を有し、
前記カラー部材は、前記カラー部材の下端部の最も近くに、内側に延びる縁と、さらに第
二の複数の位置決め機能を有し、
　前記管状ステムの前記径方向に延びるフランジを、前記カラー部材の前記内側に延びる
縁に対して保持する保持部材とを有し、
　前記管状ステムの前記径方向に延びるフランジが、前記カラー部材の前記内側に延びる
縁に対して保持された場合、前記第一と第二の複数の位置決め機能は、前記カラー部材と
前記管状ステムの相対的な回転を防ぐために協働すること、を特徴とするクイックコネク
タ組立体。
【請求項１２】
　前記第一の複数の位置決め機能は、複数の径方向に延びる突起と複数の径方向に延びる
凹部のうちの一つを有し、かつ前記第二の複数の位置決め機能は、複数の径方向に延びる
突起と複数の径方向に延びる凹部のうちの他の一つを有すること、を特徴とする請求項１
１に記載のクイックコネクタ組立体。　
【請求項１３】
　前記カラー部材を軸方向に、前記管状ステムに対して一時的に保持し、かつ前記カラー
部材が長手方向に延びる軸に対し、前記管状ステムに対して相対的に回転すること防ぐ、
トップハットをさらに有すること、を特徴とする請求項１１に記載のクイックコネクタ組
立体。
【請求項１４】
　前記保持部材は、前記トップハットの軸方向の移動を阻止し、それにより前記トップハ
ットが、前記カラー部材に対し相対的に前記管状ステムの軸方向の移動を阻止すること、
を特徴とする請求項１３に記載のクイックコネクタ組立体。
【請求項１５】
　前記エンドフォームと組み合わされていることを特徴とする請求項１１に記載のクイッ
クコネクタ組立体。
【請求項１６】
　管状ステムをエンドフォームに結合する方法において、
　カラー部材と保持部材を持つクイックコネクタ組立体を提供する工程と、
　複数のインデックス付きの位置の一つに対して、前記管状ステムに対し、前記カラー部
材を、長手方向の軸に相対的に回転して調整する工程と、
　前記カラー部材の内側に延びる縁に対して、前記管状ステムの径方向に延びるフランジ
を位置させる工程を有し、それにより、前記管状ステムと前記カラー部材の相対的な回転
を防ぐために、前記管状ステムによって規定された第一の複数の位置決め機能が、前記カ
ラー部材の第二の複数の位置決め機能と協働すること、
　を特徴とする方法。
【請求項１７】
　前記管状ステムの前記径方向に延びるフランジを、前記カラー部材の前記内側に延びる
縁に対して、前記保持部材により保持する工程を、さらに有することを特徴とする請求項
１６に記載の方法。
【請求項１８】
　前記カラー部材を前記管状ステムに対し、軸方向において、トップハットにより、相対
的に、一時的に保持する工程と、前記カラー部材が長手方向に延びる軸に対し、前記管状
ステムに対して相対的に回転すること防ぐ工程と、をさらに有することを特徴とする請求
項１６に記載の方法。
【請求項１９】
　前記保持部材は、前記トップハットの軸方向の移動を阻止し、それにより前記トップハ
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ットが、前記カラー部材に対し相対的に前記管状ステムの軸方向の移動を阻止すること、
を特徴とする請求項１８に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本教示は、一般に、管状部材間を接続するための、および流体連通を確立するためのク
イックコネクタ組立体に関するものである。より詳細には、本教示は、複数の固定位置に
確実に設けられたカラー（留め輪）を有するクイックコネクタに関するものである。また
、本教示は、より詳細には、管状ステムをエンドフォームに結合する方法に関するもので
ある。
【背景技術】
【０００２】
　スナップフィットまたはクイックコネクタは、広範囲の用途で使用されており、特に、
自動車および産業用用途の流体搬送用導管を接合するために使用されている。当該クイッ
クコネクタは、管状導管などの雄型コネクタ部品を、雌型コネクタ部品またはハウジング
（筐体）の相補的な開口内に確保するためのリテーナ（保持器）または係止具を利用する
。
【０００３】
　一つの既知のクイックコネクタ組立体が、共通に譲渡された米国特許出願公開第２０１
６－０２９８８００号明細書に開示されている。このクイックコネクタ組立体は、エンド
フォームを受け入れるように構成された通路を有するハウジング及びブリッジを含むリテ
ーナを、一般的に含む。ブリッジからビーム（梁）が延びている。リテーナが係合位置に
あるときに、雄型エンドフォームをハウジングの通路内に保持するために、２つのリテー
ナアームが、ブリッジから延びている。係合位置へ移動中のリテーナを導く２つのガイド
脚部が、ブリッジから延びている。ブリッジ、ビーム、２つのリテーナアーム、及び２つ
のガイド脚部は、一体的な単一の単体部品であり、リテーナが係合位置にあるときに、ビ
ームはエンドフォームと接触する。ハウジングは、ステムに対して自由に回転してもよい
。米国特許出願公開第２０１６－０２９８８００号明細書は、本願明細書中に完全に開示
されているものとして、参照により、本願明細書中に組み入れられている。
【０００４】
　特定の用途のためには、カラー部材をステムに確実に固定し、相対的な回転を排除する
ことが好ましいかもしれない。また、カラー部材をステムに確実に固定するに先立ち、ス
テムに対してカラー部材を回転させながら調整することも好ましいかもしれない。
【０００５】
　米国特許出願公開第２０１６－０２９８８００号明細書のクイックコネクタを含む既知
のクイックコネクタは、それらの意図した目的のためには満足のいくものであることが一
般的には証明されているとしても、関連技術においては、依然として改良に対する連続的
な要求が存在する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】米国特許出願公開第２０１６－０２９８８００号明細書
【発明の概要】
【０００７】
　一つの特定の態様において、本教示は、エンドフォームと着脱可能に係合するためのク
イックコネクタ組立体を提供する。クイックコネクタ組立体は、管状ステム、カラー部材
、および保持部材を有する。カラー部材は、管状ステムに担持され、また複数のインデッ
クス付きの位置において、長手方向に延びる軸に対し、管状ステムに対し相対的に回転し
て調整可能である。カラー部材は、複数のインデックス付きの位置の各位置において、管
状ステムに対し相対的に係止可能である。
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【０００８】
　別の特定の態様において、本教示は、管状ステム、カラー部材、および保持部材を有し
、エンドフォームと着脱可能に係合するためのクイックコネクタ組立体を提供する。管状
ステムは、上端部の最も近くに、径方向に延びるフランジを有する。径方向に延びるフラ
ンジは、第一の複数の位置決め機能（特徴）を有するように形成されている。カラー部材
は、管状ステムに担持され、また複数のインデックス付きの位置において、長手方向に延
びる軸に対し、管状ステムに対し相対的に回転して調整可能である。カラー部材は、カラ
ー部材の下端部の最も近くに、内側に延びる縁（リップ）と、さらに第二の複数の位置決
め機能を有する。保持部材は、管状ステムの径方向に延びるフランジを、カラー部材の内
側に延びる縁に対して保持する。管状ステムの径方向に延びるフランジが、カラー部材の
内側に延びる縁に対して保持された場合、第一と第二の複数の位置決め機能は、カラー部
材と管状ステムの相対的な回転を防ぐために協働する。
【０００９】
　さらに別の特定の態様において、本教示は、管状ステムをエンドフォームに結合する方
法を提供する。本方法は、カラー部材と保持部材を持つクイックコネクタ組立体を提供す
る工程を有する。本方法は、さらに、複数のインデックス付きの位置の一つに対して、管
状ステムに対し、カラー部材を、長手方向の軸に相対的に回転して調整する工程を有する
。本方法は、さらに、カラー部材の内側に延びる縁に対して、管状ステムの径方向に延び
るフランジを位置（または着座）させる工程有し、それにより、管状ステムとカラー部材
の相対的な回転を防ぐために、管状ステムによって規定された第一の複数の位置決め機能
が、カラー部材の第二の複数の位置決め機能と協働する。
【００１０】
　更なる適用可能な領域は、本明細書に記載された説明から明らかになるであろう。この
要約の中の説明および特定の例示は、解説の目的だけの意図のものであり、本開示の範囲
を限定する意図のものではない。
【００１１】
　本明細書に記載される図面は、すべての可能な実施のためではなく、選択された実施形
態の例示的目的のためだけのものであり、本開示の範囲を限定するように意図されるもの
ではない。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本教示にかかるクイックコネクタ組立体を示す斜視図であり、動作可能にエンド
フォームと結合されたクイックコネクタ組立体を示すものである。
【図２】図１に示すクイックコネクタ組立体の側面図である。
【図３】本教示にかかるクイックコネクタ組立体の、図２の３－３ラインにおける縦断面
図である。
【図４】本教示にかかるクイックコネクタ組立体の、図２の４－４ラインにおける横断面
図である。
【図５】本教示にかかるクイックコネクタ組立体の、図２の５－５ラインにおける横断面
図である。
【図６】本教示にかかるクイックコネクタ組立体の管状ステムの端面斜視図である。
【図７】本教示にかかるクイックコネクタ組立体のトップハット部材の斜視図である。
【図８】図７に示すトップハット部材の側面図である。
【図９】本教示にかかるクイックコネクタ組立体のカラー部材の斜視図である。
【図１０】図９に示すカラー部材の他の斜視図である。
【図１１】本教示にかかるクイックコネクタ組立体の保持部材の斜視図である。
【図１２】図１１に示す保持部材の端面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　次いで、例示的実施形態が、添付の図面を参照してより完全に説明されることになる。
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【００１４】
　図面の中の図１から図１２において、本教示において構成されるクイックコネクタ組立
体は、概して参照符号１０を付して図示される。図に示すように、クイックコネクタ組立
体１０は、一般に、管状ステム（単にステムでもよい）１２、カラー部材１４、および保
持部材１６で構成され得る。クイックコネクタ組立体１０は、一般に、トップハットまた
はベアリング１８を有してもよい。以下の説明で、より完全に理解できるように、カラー
部材１４は、管状ステム１２に対し、複数の固定位置に確実に設けられてもよい。
【００１５】
　図１から図５において、クイックコネクタ組立体１０は、動作可能な状態でエンドフォ
ーム２０と結合しているように示されている。本教示に関係する限りにおいては、エンド
フォーム２０は、例示的であるということが理解されるであろう。簡潔に言えば、エンド
フォーム２０は、管状体２２と、管状体２２をその周方向に囲んでいる環状ビード２４を
有する。
【００１６】
　説明された典型的な実施形態において、クイックコネクタ組立体１０は、気体や液体の
形態にある流体の伝達のために使用され得る。例えば、クイックコネクタ組立体１０は、
蒸気、エチレングリコール、および他の流体を伝達するための様々な管やホースを結合す
るために、自動車の用途に使用され得る。しかしながら、本教示の範囲はこれに限定され
ず、他の自動車の用途や自動車以外の用途にも容易に採用されるということが理解される
であろう。
【００１７】
　管状ステム１２は、径方向に延びているフランジ２５を持つ中空管である。フランジ２
５は、管状ステム１２の上端部の最も近く、または近位端に形成される。管状ステム１２
は、さらに環状ビード２７と、先細りになっている下端部（テーパ下端部）、または遠位
端（先端部）２９を有することができる。本教示の範囲おいて、管状ステム１２はどのよ
うな形状でもよい（例えば、直立・直線、４５度、９０度など）。管状ステム１２は、従
来の方式において、ゴム管やプラスチック管のような管（図示せず）を受け入れる。クイ
ックコネクタ組立体１０の意図した用途に応じて、管状ステム１２は、金属または他の好
適な材料で構成され得る。
【００１８】
　カラー部材１４は、略円筒状の開口を定義（構成）し、かつ一対の径方向に対向した側
壁２６を有することができる。一対の側壁２６は、複数の弧状部（弧状セグメント）３１
により相互接続されており、径方向に対向している。カラー部材１４の下端または遠位端
に位置している一対の弧状部３１は、一対の側壁２６と協働して、カラー部材１４の遠位
部または下端部１４Aを構成する。また同様に、カラー部材１４の上端または近位端に位
置している一対の弧状部３１は、一対の側壁２６と協働して、カラー部材１４の近位部ま
たは上端部１４Cを構成する。中央部１４Bは、下端部１４Aと上端部１４Cの間に位置して
いる。中央部１４Bは、その対向した径方向側で、一対の対向した側壁２６により接合さ
れており、また一対の側壁２６の間において、半径方向に開口している。カラー部材１４
の下端部１４Aは、管状ステム１２のフランジ２５を受け入れるための縮径部３０を有し
ている。
【００１９】
　トップハット１８は、カラー部材１４を管状ステム１２に保持するために、従来の方式
のように保持部材１６と協働する。トップハット１８は、下端部または遠位部１８Aと、
上端部または近位部１８Bを有する。下端部１８Aは、円筒形であり、また管状ステム１２
の上端を受け入れられ得る大きさの直径を有し得る。上端部１８Bの直径は、下端部１８A
の直径より大きい。トップハット１８の段差部１８Cは、管状ステム１２のフランジ２５
の上方側と当接する。トップハット１８は、カラー部材１４の下端部１４A内に受け入れ
られ、それにより、フランジ２５は、段差部１８Cと、カラー部材１４の下端部１４Aの対
応する段差部３２との間に捕らえられる。スナップフィットの関係により、トップハット
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１８は、少なくとも一時的に、管状ステム１２に対して軸方向にカラー部材１４を保持し
て、また長手方向に延びる軸に対し、管状ステム１２とカラー部材１４の相対的な回転を
防止する。上記の構成により、カラー部材１４は、クイックコネクタ組立体１０の最終的
な組立に先立ち、管状ステム１２に担持され、またカラー部材１４は、管状ステム１２に
対し、回転して、所望の向きに調整可能である。
【００２０】
　トップハット１８は、単一成分でできた、単一で一体的な一体構造の単体部品である。
トップハット１８は、熱可塑性材料により一元的に構成されている。一つの特定の応用に
おいて、トップハット１８は、ポリフタルアミド（PPA）などのポリアミドから構成され
得る。しかしながら、本教示の範囲内で、他の材料も使われ得るということが理解される
であろう。
【００２１】
　保持部材１６は、例えばポリフタルアミド（PPA）などの好適なプラスチックからなる
一体物から構成され得る。保持部材１６は、管状ステム１２に対してカラー部材１４を、
より確実に軸方向Aに保持する機能を果たし、またエンドフォーム２０をクイックコネク
タ組立体１０に保持する機能も果たすことができる。説明された実施形態において、保持
部材１６は、一般に、端壁３３、一対の外側アーム３４、さらに一対の内側アーム３６を
有するように示されている。端壁３３は、弧状形をしており、軸方向に延びる開口部３５
を有し得る。本教示の範囲内における他の応用において、端壁３３は、平面状で、また中
身のある固形体でもよい。以下で説明する通り、一対の外側アーム３４と一対の内側アー
ム３６は、端壁３３から延びており、また軸方向Aに高さを持つ。その高さの部分は、カ
ラー部材１４の中央部１４Bの軸方向に延びる窓３８に受け入れられるものである。
【００２２】
　一対の内側アーム３６の両方は、表面領域の接触によってエンドフォーム２０と係合す
るための弧状内面４２を有している。両方の内側アーム３６は、エンドフォーム２０と径
方向に係合するように構成された拡大端部を有し、それにより内側アーム３６が径方向外
側へ促されることで、内側アーム３６は、エンドフォーム２０の外径の周りに沿ってスラ
イドし、その後、エンドフォーム２０の外径の領域にスナップバックする（すばやく戻る
）ようになる。この点においては、内側アーム３６は、概して径方向外側へ、弾性的にそ
らされることになる。
【００２３】
　一対の外側アーム３４は、それぞれの外側アーム３４の端部に最も近い位置に、かえし
または鉤型掛止突起４４を有して形成され得る。かえし４４は、保持部材１６をカラー部
材１４に係止し、これにより、保持部材１６が、窓３８内においての取り付け位置から意
図せずに離脱することを防止する。外側アーム３４は、例えば図４に示された位置から弾
性的にそらされ、それにより外側アーム３４は、窓３８を通り抜け、そして保持部材１６
をしっかりと取り付けるために、弾力のある状態でより幅の広い位置（図４に示す）に戻
る。かえし４４は、導入表面を定義し、この導入表面は、保持部材１６が挿入された際に
、外側アーム３４を、概して径方向の内側にそらせるために、カラー部材１４の中央部１
４Bの内面と協働する。
【００２４】
　保持部材１６は、さらに端壁３３から側方に延びる一対の突起３９を有して形成され得
る。突起３９は、カラー部材１４によって定義された、対応する凹部４１に受け入れられ
る大きさである。凹部４１は、対向した側壁２６に配置され、また共通する方向に面して
おり、それにより保持部材１６が、カラー部材１４の片側からカラー部材１４の窓３８の
みに完全に挿入されることができ得る。
【００２５】
　おそらく、図３の組立断面図が最もわかりやすいが、保持部材１６は、トップハット１
８が軸方向Aに移動することを、さらに阻止する。保持部材１６は、エンドフォーム２０
がクイックコネクタ組立体１０から離脱することを、さらに阻止する。この点においては
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、エンドフォーム２０のビード２４が、内側アーム３６の下端部とトップハット１８の段
差部１８Cの間に、軸方向に捉えられる。
【００２６】
　トップハット１８と同様に、保持部材１６は、単一成分でできた、単一で一体的な一体
構造の単体部品である。ある応用において、保持部材１６は、熱可塑性材料により一元的
に構成されている。一つの特定の応用において、保持部材１６は、ポリフタルアミド（PP
A）などのポリアミドから構成され得る。しかしながら、本教示の範囲内で、他の材料も
使われ得るということが再び理解されるであろう。
【００２７】
　カラー部材１４と管状ステム１２とは、次のように協働する。すなわち、カラー部材１
４が管状ステム１２に担持され、またカラー部材１４が、長手方向に延びる軸に対し、管
状ステム１２に対し、相対的に回転して調整可能である。カラー部材１４は、複数のイン
デックス付きの位置において、回転して調整可能であって、またカラー部材は、複数のイ
ンデックス付きの位置の各位置において　管状ステム１２に対し相対的に係止され得る。
この目的を達成するために、カラー部材１４は、第一の複数の位置決め機能（特徴）４６
を備えており、また管状ステム１２は、対応する第二の複数の位置決め機能４８を備えて
いる。第一の複数の位置決め機能４６は、複数の径方向に延びる突起と複数の径方向に延
びる凹部のうちの一つを有することができ、さらに第二の複数の位置決め機能４８は、複
数の径方向に延びる突起と複数の径方向に延びる凹部のうちの他の一つを有することがで
きる。説明された実施形態において、カラー部材１４の第一の複数の位置決め機能４６は
、カラー部材１４の下端部１４Aから内側へ延びている複数の突起４６Aを有し、またそれ
ら複数の突起４６Aは、その円周方向に位置している。複数の突起４６Aは、カラー部材１
４の下端部１４Aの内面において、等間隔に存在する。第一の複数の位置決め機能４６は
、さらに、複数の突起４６Aと交互に配置された複数の凹部４６Bをも有している。
【００２８】
　さらに、説明された実施形態において、管状ステム１２の第二の複数の位置決め機能４
８も同様に、複数の突起４８Aと複数の凹部４８Bを有する。複数の突起４８Aと複数の凹
部４８Bは、管状ステム１２のフランジ２５によって定義されている。複数の突起４８Aは
、径方向の外側に延在し、そしてカラー部材１４の対応する複数の凹部４６Bと係合する
。複数の凹部４８Bは、複数の突起４８Aと交互に配置され、そして複数の凹部４８Bは、
カラー部材１４の対応する複数の突起４６Aを受け入れる。
【００２９】
　エンドフォーム２０のクイックコネクタ組立体１０との係合に先立ち、管状ステム１２
が、クイックコネクタ組立体１０の他の残りの物と接続される。管状ステム１２は、カラ
ー部材１４の上端部に挿入され、そのカラー部材１４を通り抜け、カラー部材中に位置（
着座）される。管状ステム１２は、複数の位置のうちの所望の位置にするために、回転方
向にインデックスが付けられている。管状ステム１２の径方向に延びるフランジ２５は、
カラー部材１４の内側に延びる縁に対して位置（着座）され、また管状ステム１２によっ
て定義される第一の複数の位置決め機能４６は、管状ステム１２とカラー部材１４との相
対的な回転を防止するために、カラー部材１４の第二の複数の位置決め機能４８と係合す
る。
【００３０】
　トップハット１８の段差部１８Cが、管状ステム１２のフランジ２５に位置（着座）す
るまで、トップハット１８は、カラー部材１４の開口した上端部に挿入される。トップハ
ット１８は、スナップフィット式にカラー部材１４内に受け入れられ、これにより、少な
くとも一時的に、管状ステム１２を軸方向に保持している。管状ステム１２が、カラー部
材１４に対して軸方向の動作をすることを阻止するので、トップハット１８は、第一およ
び第二の複数の位置決め機能４６、４８の係合状態を維持し、それにより、管状ステム１
２の所望の回転方向の位置にカラー部材１４を維持する。
【００３１】
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　エンドフォーム２０が、カラー部材１４の軸方向に延びる通路に挿入され、そして保持
部材１６が、カラー部材１４に定義された窓３８に、径方向に挿入される。この保持部材
１６が挿入される場合、既に存在するエンドフォーム２０が、一対の内側アーム３６を弾
性的に径方向の外側へ変形させると共に、一対の外側アーム３４を弾性的に径方向の内側
に変形させる。保持部材１６が十分に挿入された時は、一対の内側アーム３６は、弾性的
に径方向の内側方向に戻り、そしてスナップフィット式にエンドフォーム２０を受け入れ
る。保持部材１６が十分に挿入された時は、一対の外側アーム３４は、弾性的に径方向の
外側方向に戻り、そしてかえし４４が、保持部材１６が意図せず離脱することを防止する
。
【００３２】
　本教示が、顧客の嗜好のため異なったリテーナヘッドの位置に対し、適応させることが
できる、インデックス付きの管状ステムを有するクイックコネクタ組立体を提供する、と
いうことは理解されるであろう。クイックコネクタ組立体は、サービス中のヘッドの回転
を阻止し、それにより、組立ラインの作業者がより効率的に作業することができるように
なる（例えば、正確な位置にヘッドを回転させるのに短い時間で行える）。本教示のクイ
ックコネクタ組立体は、あらゆる種類の管状ステムの構成に対して使用するにあたり、容
易に適応させることができる（例えば、直立・直線、４５度、９０度など）。
【００３３】
　実施形態の上記の説明は、例示および説明の目的のために提供された。それら図面や説
明は、すべてを網羅したり、または本開示を限定するように、意図されるのではない。特
定の実施形態の個々の構成要件・要素または機能・特徴は、一般に特定の実施形態に限定
されるのではなく、しかし、詳細に示されず、または説明されていないとしても、適切な
場合は、相互交換可能であり、選択された実施形態の中で使用可能である。それら同様の
こと（特定の実施形態の個々の構成要件・要素または機能・特徴）は、多くの方法・場合
において、更に変化され得る。そのような変形形態は、本開示から逸脱するとしてみなさ
れるのではなく、そして、そのような修正形態のすべてが、本開示の範囲内に含まれるも
のと意図される。
【００３４】
  本開示が完全なものとなり、当業者に対し、範囲を完全に伝達するように、例示的実施
形態が提供される。特定の構成要素、装置および方法の例など、複数の特定の詳細が述べ
られて、本開示の実施形態の完全な理解を提供する。特定の詳細が採用される必要はなく
、例示的実施形態が多くの異なる形態で実施されることが可能であり、本開示の範囲内を
限定するように解釈すべきではないということが当業者にとって明らかであろう。いくつ
かの例示的実施形態において、公知のプロセス、公知の装置の構造、および公知の技術は
、詳細に説明されることはない。
【００３５】
  本明細書で使用される用語は、特定の例示的実施形態だけを説明する目的のためであり
、限定するように意図されたものではない。本明細書で使用される場合、単数形「１つの
（ａ）」、「１つの（ａｎ）」および「その（ｔｈｅ）」は、文脈が明確にそうではない
と指示しない限り、複数形もまた含むように意図される。「備える（ｃｏｍｐｒｉｓｅｓ
）」、「備えている（ｃｏｍｐｒｉｓｉｎｇ）」、「含む（ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ）」およ
び「有する（ｈａｖｉｎｇ）」という用語は、包含的であり、したがって、述べられた特
徴、整数、ステップ・工程、作動・動作、要素、および／または構成要素の存在を特定す
るが、しかし、１つまたは複数の他の特徴、整数、ステップ・工程、作動・動作、要素、
構成要素、および／またはそれらのグループの存在または新たな追加を排除するのではな
い。本明細書で説明される方法のステップ・工程、プロセス、および作動・動作は、実施
の順番として特に識別されないならば、議論され、または例示される特定の順番でそれら
を実施する必要は必ずしもないと解釈すべきである。追加的または代替的ステップ・工程
が採用され得ることもまた理解すべきである。
【００３６】
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  要素または層が、別の要素または層「の上に (on)」、「に係合される (engaged to)」
、「に結合される (connected to)」または「に連結される (coupled to)」として言及さ
れる場合、その要素または層が、直接他の要素または層の上に、直接他の要素または層に
係合され、結合され、または連結され得る、あるいはそれらの間に介在する要素または層
が存在する可能性がある。対照的に、要素が、別の要素または層の「直接上に (directly
 on)」、別の要素または層に「直接係合される (directly engaged on)」、「直接結合さ
れる (directly connected to)」または「直接連結される (directly coupled to)」とし
て言及される場合、介在する要素または層が存在しない可能性がある。要素間の関係を説
明するために使用される他の単語は、同様の様式で解釈すべきである（例えば、「間に (
between)」対「直接間に (directly between)」、「隣接する (adjacent)」対「直接隣接
する (directly adjacent)」など）。本明細書で使用される場合、「および／または」と
いう用語は、関連して列挙される項目１つまたは複数のうちの任意のおよびすべての組み
合わせを含む。
【００３７】
  第１の（第一の）、第２の（第二の）、第３の（第三の）などの用語は、様々な要素、
構成要素、領域、層および／または区分を説明するために本明細書で使用され得るが、こ
れらの要素、構成要素、領域、層および／または区分は、これらの用語によって限定すべ
きではない。これらの用語は、１つの要素、構成要素、領域、層または区分を別の領域、
層または区分から区別するのみのために使用され得る。「第１の」、「第２の」などの用
語、および他の数字の用語は、本明細書で使用される場合、文脈で明確に指示されない限
り、連続または順番を意味するのではない。したがって、下記に考察される第１の要素、
構成要素、領域、層または区分は、例示的実施形態の教示から逸脱せずに、第２の要素、
構成要素、領域、層または区分と呼ばれることが可能である。
【００３８】
  「内側 (inner)」、「外側 (outer)」、「下に (beneath)」、「下方 (below, lower)
」、「上に (above)」、「上方 (upper)」などの空間の相対的な用語は、図面の中で例示
される、１つの要素または特徴と他の（１または複数の）要素または（１または複数の）
特徴との関係を説明するための説明を容易にする目的で、本明細書で使用され得る。空間
の相対的な用語は、図面の中に示される配向・方向に加えて、使用または作動の際の装置
の異なる配向・方向を包含するように意図され得る。例えば、他の要素または特徴の「下
方」または「下の」として説明される要素が、図面の中の装置が反転される場合、そのと
き、別の要素または特徴の「上方」に配向されるであろう。したがって、例の用語「下方
」は、上方および下方の両方の配向を包含することができる。装置は、そうではなく配向
されることが可能であり（９０°回転される、または他の配向）、そして本明細書で使用
される空間的な相対的記述語は、適切に解釈されるべきである。
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